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第１章 総  則 

（支 部） 

第１条 本支部は、林業・木材製造業労働災害防止協会（以下「協会」という。）定款第２

条第２項の規定に基づいて設けるものとする。 

（名称等） 

第２条 本支部の名称、所在地は、協会組織規程第 14条のとおりとする。 

（会 員） 

第３条 本支部の会員は、協会の会員であって、支部管内において事業場または事務所を

有する林業及び木材製造業を営む事業主並びにその団体とする。 

（加入・脱退・会費） 

第４条 会員の加入又は脱退の手続き及び会費の納入は、支部長を経由するものとする。 

（分 会） 

第５条 協会組織規程第１５条に定める分会は、支部長が必要と認めた地域団体ごとに設

ける。 

 

第２章 運営協議会 

（設 置） 

第６条 本支部に、協会組織規程第２０条第１項の規定に基づき、運営協議会（以下「協

議会」という。）をおく。 

 



（役員の構成等） 

第７条 協議会の役員は、次の各号に掲げる者により構成する。 

（１）支部長 

（２）副支部長 

（３）幹事 

（４）監査役 

２ 協議会の議長は支部長とする。 

 

（幹事の選出） 

第８条 幹事は、次の各号に掲げる者を選出する。 

（１）分会長 

（２）個別会員のうち、労働安全衛生に特に積極的に取り組んでいると認められる者から

若干名 

（３）一般社団法人愛知県木材組合連合会専務理事 

（４）その他支部長が必要と認めた者 

 

（招 集） 

第９条 協議会は、支部長が招集する。 

 

（議 事） 

第１０条 協議会では、次の事項について協議する。 

（１）支部長候補の選出 

（２）副支部長の選出 

（３）会員以外の構成員の選出 

（４）支部の運営に関する事項 

（５）その他必要な事項 

 

第３章 会員の区分及び会員サービス 

（会員の区分） 

第１１条 会員の区分は、次のとおりとする。 

（１）木材組合（本規約第５条に掲げた各地域の分会をいう） 



（２）森林組合 

（３）個別会員 

（４）賛助会員 

（５）特別会員 

 

（会員サービス） 

第１２条 本支部は会員に対して、以下のサービス等を主に提供するものとする。 

（１）支部事業を随時案内 

（２）月刊誌「林材安全」の送付（分会は分会長宛、その他は指定住所へ毎月１部送付） 

（３）「林業・木材製造業リスクアセスメント導入集団指導」等出張講習の受講 

（４）支部から安全指導員の派遣 

（５）現場パトロールを実施及び本部安全管理士等からのアドバイス 

（６）林災防全国大会への参加 

（７）顕彰事業（年１回、林災防主催の全国大会等にて表彰） 

（８）一部の研修における受講料の免除 

（９）林業特殊健康診断を随時案内 

（10）講師等による支部活動への参加（会費の減免）※個別会員のみ 

 

第４章 会費の区分及び徴収 

（会費の区分） 

第１３条 会費の区分は次のとおりとし、各地域の木材組合が各会員から組合費として徴

収し納める分会費と、本支部が直接徴収するその他の会費（森林組合会費、個別会費、賛

助会費、特別会費）とする。 

（１）分会費（各地域の木材組合） 

（２）森林組合会費 

（３）個別会費 

（４）賛助会費 

（５）特別会費 

 

（会費の徴収） 

第１４条 本支部が本部に代わって徴収する会費は、支部長が毎年度一回徴収するものと



し、地域の木材組合から徴収する分会費と、本支部が直接徴収するその他の会費（森林組

合会費、個別会費、賛助会費、特別会費）において、それぞれ別の基準を設けるものとす

る。 

 

（徴収基準等） 

第１５条 会費の徴収に当たり、分会費については、各木材組合において名簿を管理し、

毎年５月の運営協議会役員会までに遅延なく本支部に報告し、額を確定するものとする。 

２ その他の会費については、運営協議会役員会で定められた額とする。 

３ 個別会員の取扱については次のとおりとする。 

（１）本支部の開催する研修等に指導員として年１回以上協力ができる場合、個別会費は

定めた額の半額とする。指導員の要件等については、要資格者、５年以内に死傷災

害を起こしていない者等とする。 

（２）会員のうち木材組合の分会員が、個別会員と同等のサービスを求める場合は、会費

を個別会費とすることで、個別会員の扱いを受けることができる。 

４ 会費の徴収基準は、次のとおりとする。 

（１）分会費は、加入事業体の会費の合計を支部に納めるものとし、分会はそれを管理す

る。その会費は、前年度の確定保険料の合計金額によりＳからＥの６つの級により決

定するものとする。 

なお、労災保険料とは、ア.伐出業 イ.その他林業 ウ.木材木製品製造業の合計額

とする。 

＜級別の会費額＞ 

会費級別 格  付  基  礎 会     費 

Ｓ 級 労災保険料 １２０万円以上 ２５，０００円 

Ａ 級   〃     １００万円以上 １８，０００円 

Ｂ 級   〃      ８０万円以上 １２，０００円 

Ｃ 級   〃      ５０万円以上  ８，０００円 

Ｄ 級   〃      ２０万円以上  ４，０００円 

Ｅ 級   〃      ２０万円未満  １，５００円 

個別会員※ 労災保険料は対象外 １３，０００円 

 



（２）森林組合費は一律１８，０００円とする。 

（３）個別会費は一律１３，０００円とする。 

（４）賛助会費は愛知県内の団体等は一律５０，０００円とし、県外の団体等は一律 

２５，０００円とする。 

（５）特別会費は本支部に貢献のある事業体等を対象とし、その額は運営協議会役員会に

おいて決定するものとする。 

 

（納入期日） 

第１６条 支部会費の納入期日は毎年７月３１日とし、本支部へ直接納入するものとする。 

２ 分会費については各分会において取りまとめのうえ、本支部へ納入するものとする。 

 

第５章 講習の区分及び受講料 

（講習の区分） 

第１７条 本支部が実施する講習の区分は、本支部が計画した一般講習と依頼等に基づく

出張講習に区分するものとする。 

２ 依頼等により実施する出張講習等は原則県内において行うものする。 

 

（受講料） 

第１８条 講習の受講料は、本支部が講習毎に定めた金額とし、ホームページ等で広く周

知するものとする。 

２ 出張講習の受講料は一般受講料の１．５倍とする。 

３ 受講料は遅延なく本支部に納めるものとする。なお、３ヶ月以上滞納がある場合は、

資格の失効措置を講じることができるものとする。 

 

第６章 雑 則 

（会員名簿） 

第１９条 地域の木材組合である各分会は、会員数の変動がない場合でも、任期の翌年の

役員会までに本支部へ会員名簿を提出するものとする。 

２ 名簿の記載事項については、会社名、代表者名、住所、電話・FAX、労働者数、会員ラ

ンク、会費額とする。 

 



（運営範囲） 

第２０条 本支部は原則として次の事項について対応しないものとする。 

（１）支部会員以外への安全指導員派遣 

（２）支部会員以外への決算資料等の配付等 

（３）支部会員以外への予算等に対する問合せへの回答 

 

（その他） 

第２１条 本規約に定めのない事項については、運営協議会役員会において決定する。 

 

附 則 

この規約は、令和７年５月２８日から施行する。 


